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令和3年9月市議会建設水道委員会資料

第113号議案市道路線の認定について
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1 路線名一覧表

図面番号

①

路線名

②、

琴海村松町釘号線

琴海村松町38号線

認定路線計2路線

道路延長

64.6m

道路幅員

38.6m

4.0~5.orη

103.2m

4.om

理由

寄附

備考

寄附

認定

認定
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2 市道路線認定位置図
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①琴海村松町37号線
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3 位置図、起終点写真

①琴海村松町37号線

至

四

凡例

、大石共立

病院

②琴海村松町謁号線

琴海戸根町

終点

起点
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②琴海村松町38号線
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①琴海村松町37号線

琴海村松町9号線
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①琴海村松町釘号線住見兄写真) 道路延長64.6m

中間地点
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②琴海村松町謁号線(現況写真) 道路延長謁.6m

終点

中間地点

.

起点
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4 道路法及び道路法施行規則(抜すい)

0道路法

(道路の種類)

左に掲げるものとする。第三条道路の種類は、

四市町村道都道府県道一般国道高速自動車国道 ^^

(市町村道の意義及びその路線の認定)

第八条第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路

線を認定したものをいう。

市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村^

の議会の議決を経なけれぱならない。

0道路法施行規則

(路線の認定等の公示)

第一条道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第九条の規定による路線

の認定又は法第十条第三項において準用する法第九条の規・定による路線の廃止若しくは変更の

公示は、それぞれ別記様式第一、第二又は第三により、行うものとする。

都道府県知事又は市町村長は、前項の公示をする場合においては、都道府県道にっいては^

縮尺五万分のー、市町村道にっいては縮尺一万分の一程度の図面に当該路線を明示し、都道

府県又は市町村の事務所において一般の縦覧に供しなけれぱならない。ただし、市街地その他特
に必要があると認められる部分にっいては、別に拡大図を備えなけれぱならない。
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